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青パトの運用が改正

～使用できる青色防犯灯が追加されました～

１ 改正点

この度、警察庁と国土交通省で締結していた「自主防犯パトロールに使用する

自動車に青色回転灯を装備する場合の取扱い」が改正されました。

これまで、使用できる青色防犯灯は回転式のもの限られていましたが、この度

の改正で、

光源が点滅するもの（いわゆるフラッシュ式）

も使用可能になりました。

２ 申請様式の変更

今回の改正により、

青色回転灯 ⇒ 青色回転灯等

と名称が変更されました。

また、名称の変更により申請様式も変更され、これまで「青色回転灯」と記載

されていた箇所が「青色回転灯等」と変更されるなどしていますが、申請様式の

内容は変更ありません。

各種申請の際には、新しい様式を使用していただくようお願いします。

申請様式の取得方法は次のとおりですので参考にしてください。

【発行担当】山形県警察本部生活安全部生活安全企画課 ℡023-626-0110

★様式の取得方法★
１ 県警ＨＰからのダウンロード

山形県警察ＨＰ
↓

「安全・安心情報」
↓

「安全安心まちづくり」
↓

青色防犯パトロールに申請するには
↓

申請時に必要な書類

２ 管轄警察署（生活安全課）から受領
事前に管轄警察署（生活安全課）に連絡した上で、担当者から受領してく

ださい。


